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記載例

【離婚後の氏（姓）について】

婚姻時に氏（姓）を変えた方は離婚に際し、 旧姓に戻るか、婚姻

中の氏をそのまま使うかを選択します。 どちらを選択するかに

よって、届書の記載方法が異なりますのでご注意ください。

〇該当するところに し、本籍・筆頭者氏名を記入してください。

①もとの戸籍に戻る場合

▸婚姻前の本籍地を記入してください。

▸婚姻前の氏（旧姓）にもどります。

※もとの戸籍が除籍となっている場合、もどることは

できないので、次の②を選択してください。

②新しい戸籍をつくる場合

▸実在する町名・地番を記入してください。

▸筆頭者の氏名は、婚姻前の氏名（旧姓）です。

③離婚後も、婚姻中の氏を続けて称する場合

▸何も記入しないでください。

※離婚届の他に、「離婚の際に称していた氏を称する届」

が必要です。

日本国籍の方は生年月日を和暦で

記入してください。

【離婚届と同時に住所変更をされる

方へ】

八頭町内で転居される方

▸新しい住所を記入してください。

八頭町内へ転入される方

▸新しい住所を記入してください。

（事前に転出手続きが必要です。）

八頭町から他市町に転出される方

▸現在の住所を記入してください。

※いずれの場合も別途住所変更の

手続きが必要です。

父母が亡くなっている場合も空欄に

せず記入してください。

離婚などにより父母の氏などが異

なっている場合は現在の氏名を記

入してください。

※注意事項

【離婚後の子どもの戸籍について】

子の戸籍には、離婚により定めた親権者が記載されますが、子の戸籍が親権者の戸籍

に移るということはありません。

親権者の戸籍が子の戸籍と異なる場合に、子を親権者の戸籍に入籍させたい場合は、

離婚成立後に家庭裁判所の許可を受けた上で入籍届の手続きが必要となります。

日中に連絡のつく電話番号を記入

してください。

未成年（18歳未満）の子全員

について、親権を行う方の欄

に氏名を記入。

家庭裁判所に申立てをしている子を記入。

協議離婚の場合は必ず夫

と妻の本人が署名します。

協議離婚の場合は成人（18歳以上）の証

人2名が必要です。夫婦との続柄は問い

ません。

届出をする日を記入。

※届出人妻と夫、証人の押印は任意です。

【届出に必要なもの】

▸離婚届書1通

（協議離婚の場合は証人2名の署名が必要）

▸運転免許証または個人番号カード等

（本人確認のため）

▸裁判離婚の場合は、家庭裁判所から出された書類

協議離婚の場合は必ず内容を確認して✓を入れてください。


